


































































添付資料 11 引渡し条件書（案） 

令和 2 年度に完了を予定している環境美化センター等包括管理業務委託終了時の引渡し条件書の内容

は、組合と現環境美化センター等包括管理業務受託者との間で調整しているところであることから、入

札参加資格審査の結果、参加資格が認められた応募者に対して 9 月上旬頃を目途に別途配付する予定で

ある。 

本添付資料では、参考として、現環境美化センター等包括管理業務受託者が事業終了時に本件施設を組

合に引渡す際の必要条件を示す。 

【現環境美化センター等包括管理業務受託者が事業終了時に本件施設を組合に引渡す際の必要条件】 

１．再資源化工場

事業者は事業終了時において、以下の条件を満たしたうえで、施設を本組合に引き渡すこと。

(1)事業期間中の運転データ、用役データ、公害防止に係る各種データ、組合が実施する精密機能検

査結果及び施設建設当初に実施した性能検査等を照らし合わせ、事業終了時の施設の性能が事業

開始時と同等程度と認められること。なお、同等程度とは、処理能力は定格処理能力(44t/日)の

10％減までの範囲とし、環境管理基準は全て満たすこととする。 

(2)設備機器等に大きな損傷が無く良好な状態であること。但し、継続使用に支障の無い程度の軽微

な汚損・劣化（通常の経年劣化によるものも含む）を除くものとする。 

(3)事業期間終了後に本組合が要求水準書に記載の業務を同じ水準で行う場合において、本件施設を

継続して使用することに支障のない状態とすること。 

(4)組合が要求水準書に記載の業務を行うにあたり支障が無いよう、組合が指示する内容の業務の引

継ぎを行うこと。引継ぎ項目には、本件施設の取扱説明書（事業期間中に修正・更新があれば、

修正・更新後のものも含む。）及び、事業者が提案した本事業の仕様書及び契約書に基づき事業者

が整備作成する図書を含むものとする。 

２．楽善埋立処分場及び旧杉水埋立処分場

事業者は事業終了時において、以下の条件を満たしたうえで、施設を本組合に引き渡すこと。 

(1)事業期間中の運転データ、用役データ、公害防止に係る各種データ、組合が実施する精密機能検

査結果及び施設建設当初に実施した性能検査等を照らし合わせ、事業終了時の施設の性能が事業

開始時と同等程度と認められること。なお、同等程度とは、環境管理基準を全て満たすこととす

る。 

(2)設備機器等に大きな損傷が無く良好な状態であること。但し、継続使用に支障の無い程度の軽微

な汚損・劣化（通常の経年劣化によるものも含む）を除くものとする。 

(3)事業期間終了後に本組合が要求水準書に記載の業務を同じ水準で行う場合において、本件施設を

継続して使用することに支障のない状態とすること。 

(4)組合が要求水準書に記載の業務を行うにあたり支障が無いよう、組合が指示する内容の業務の引

継ぎを行うこと。引継ぎ項目には、本件施設の取扱説明書（事業期間中に修正・更新があれば、

修正・更新後のものも含む。）及び、事業者が提案した本事業の仕様書及び契約書に基づき事業者

が整備作成する図書を含むものとする。 
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３．上記以外の本件施設

事業者は事業終了時において、以下の条件を満たしたうえで、施設を本組合に引き渡すこと。 

(1)設備機器等に大きな損傷が無く良好な状態であること。但し、継続使用に支障の無い程度の軽微

な汚損・劣化（通常の経年劣化によるものも含む）を除くものとする。 

(2)事業期間終了後に本組合が要求水準書に記載の業務を同じ水準で行う場合において、本件施設を

継続して使用することに支障のない状態とすること。 

(3)組合が要求水準書に記載の業務を行うにあたり支障が無いよう、組合が指示する内容の業務の引

継ぎを行うこと。引継ぎ項目には、本件施設の取扱説明書（事業期間中に修正・更新があれば、

修正・更新後のものも含む。）及び、事業者が提案した本事業の仕様書及び契約書に基づき事業者

が整備作成する図書を含むものとする。 


